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高知市都市建設部都市計画課 
 

 



都市計画法第 53 条第 1 項の許可申請手続きについて 

 

１ 目的 

 都市計画法第 53 条の規定による建築物の建築制限は、都市計画として決定される計画につ

いて、将来の事業の円滑な施行を確保するために行われるものです。 

 

２ 許可を必要とする土地の区域 

(1) 都市計画施設等（都市計画道路、都市計画公園等）の区域内の土地 

(2) 市街地開発事業（土地区画整理事業等）の施行区域内の土地 

 

３ 許可を必要とする時期 

都市計画施設等の区域内において建築物の建築をしようとする時は、あらかじめ当該許可を

受けることが必要になります。 

 

４ 許可の基準（都市計画法第 54条・抜粋） 

(1) 当該建築が、都市計画施設等又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物につ

いて定めるものに適合するものであること。 

(2) 略 

(3) 当該建築物が次に揚げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することがで

きるものであると認められること。 

・階数が２以下で、かつ、地階を有しないこと。 

・主要構造部（建築基準法第２条第５号に定める主要構造部をいう。）が木造、鉄骨造、

コンクリートブロック造その他これに類する構造であること。 

 

５ 許可申請の手続き 

 許可申請は、正１通、副１通を「６」に記載している図書を添付して高知市都市建設部都市

計画課に提出して下さい。なお、副１通は許可の際、許可書を添付して申請者に返却します。 

標準処理日数は申請書を受理してから 15 日間です。（ただし、休日・祭日および修正に要し

た期間は含みません）。 

 

６ 添付必要図書 

以下の図書を添付して下さい。なお、添付必要図書は最低限必要なものだけ列挙しています。 

 (1) 許可申請書（様式 21号） 

連絡先電話番号を記入して下さい。 

(2) 確認書 

(3) 位置図（附近見取り図） 

縮尺 1/3,000 以上、申請地、方位、道路及び目標となる地物を示したもの。 

 



(4) 配置図 

縮尺 1/500 以上の図書に、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、周辺

の建築物や道路（幅員を含む）との位置関係を明示して下さい。 

(5) 建築物の平面図 

縮尺 1/500 以上 

(6) 建築物の２方向の断面図 

   縮尺 1/200 以上 

(7) 求積図 

   敷地面積、建築面積及び延べ面積 

(8) 委任状（代理人申請の場合） 

※当該建築物を申請人以外の者に賃貸・売却・譲渡等を行う場合は、確認書の意思を譲渡

人等に周知徹底し、許可書を継承して下さい。 

 

７ 審査基準 

 (1) ３階以上の建築物は不許可 

３階以上の建築物については、基礎を含めて都市計画施設等の区域内での建築物の建

築は認めていません。 

ただし、有効な土地利用という面から、都市計画施設等の部分が 2 階建て、区域外が 3

階建て以上の建築物についても、建築物が一般的に全体として１つの効用を有し、構造

的にも一体のものであることを考慮して、 

・区域内の部分のみを将来移転し、または除去することが物理的、経済的に容易であ

ること 

・残った建築物で機能を発揮できること 

を条件として許可対象としています。 

    なお、具体的条件は次のとおりです。 

    ・将来除去される部分に階段を設けないこと。 

    ・除去後残される部分の基礎を都市計画施設等の区域内に設けないこと。 

(2) 都市計画法第 54 条第３号「その他これらに類する構造」について 

鉄筋コンクリート造の建築物は不許可になりますが、コンクリートプレハブ造で、（ジ

ョイント部の結束を開放することにより）移転、除去が容易な物は許可対象としていま

す。ただし、申請書にジョイント部の詳細図を添付して下さい。 

(3) 許可内容の変更について 

許可済み建築物の規模（階数の増加）、構造種別を変更しようとする場合は、取止め届

及び発行済み許可書（原本）を提出したうえで新たに許可申請して下さい。 

 

 

なお、不明な点がありましたら下記にお問い合わせください。 

高知市都市建設部都市計画課 都市計画担当 ℡088-823-9465 


